
１　開催日時

  　令和２年１２月２２日（火）１８：００～

２　開催場所

　　宇部市港町庁舎　３階会議室

３　議　　題

　・議案第５２号　　令和３年度宇部市立小・中学校教職員人事異動方針について

　・その他の事項

　　　寄付の報告について

令和２年（２０２０年）１２月（第１８回） 教育委員会会議

　・議案第５１号　　宇部市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例
　　　　　　　　　施行規則制定の件



 

宇部市学校給食の実施及び 

学校給食費の管理に関する条例施行規則の制定について 

学校給食課 
 

 宇部市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例の制定に伴い、施行規則を制

定します。 
 

１ 名 称 

 宇部市学校給食の実施及び学校給食の管理に関する条例施行規則 
 
２ 施行日 

 令和４年４月１日 
 
３ 施行規則（案） 

 別紙のとおり 
 
４ 内 容 

（１）学校給食費の額 

  １食あたりの単価 小学生２５０円 中学生２８０円 
（２）学校給食費の納付 

  イ 納付月  

   ５月～翌年３月 （１１カ月） 
  ロ 納付額  

   ５月～翌年２月……１食単価×年間給食予定日数÷１１カ月 
   ３月（精算月）……１食単価×年間給食実施日数－２月までの納付金額 
  ハ 納付期限 

   納付月の末日（休日の場合は直後の平日） 
（３）督促 

  期限までに学校給食費を納付しない者への督促は、納付期限後２０日以内に行う 
（４）給食費の減免 

  減免の申請（減免申請書）、結果の通知（減免決定通知書、減免不承認決定通知書） 
（５）還付及び充当 

  過誤納金は速やかに還付する 未納の給食費がある場合は充当できる 
   
 
参考：宇部市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例……別紙 
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様式第１ 号（ 第７ 条関係）  

 

学校給食費減免申請書 
 

宇部市長 様 

年  月  日  

申請者（ 学校給食費負担者）  

 

住  所                    

フ リ ガナ 

氏  名                    

電話番号 自 宅     －    －     

                      携帯等     －    －     

 

次のと おり 、 宇部市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例第９ 条第２ 項の規定に

より 、 学校給食費の減免を申請し ます。  

学校名 小学校・ 中学校 学年・ 組 年   組 

フ リ ガナ  生年月日 

氏名  年  月  日 

減免申請理由 

(該当する 項目の

番号に○を つけ

てく ださ い。 ) 

１  以下の理由により 、 連続する５ 日以上の期間にわたり 学校を欠席する。 

 ※該当するも のに☑し 、「 その他」 の場合は、 具体的な理由を記入し てく ださ い。  

□ 病気  □ 事故  □ その他（               ）    

２  食物アレルギー等の理由により 、 飲用の牛乳を受ける こ と ができ ない。 

３  その他（ 理由を 具体的に記入し てく ださ い。）  

 

上記の理由の発
生年月日 

年   月   日 

減免申請期間 年  月  日から    年  月  日まで 

（ 留意事項）  

 １  減免申請理由のう ち１ に該当する場合は、 給食を受けない期間の初日の２ 日前までの申請

が必要です。  

 ２  減免申請理由のう ち２ に該当する場合は、「 学校生活管理指導表の写し 」 又は「 医師の診断

書」 を添付し てく ださ い。  

 ３  減免申請理由のう ち３ に該当する場合は、 内容が確認でき る書類等の提出を お願いする場

合があり ます。  

  



様式第２ 号（ 第７ 条関係）  
 

年  月  日  
 
 

         様 
 
 

宇部市長 
 
 

学校給食費減免決定通知書 
 

年  月  日付けで申請のあっ た学校給食費の減免について、 次のと おり 決定し まし た

ので、 宇部市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例第９ 条第３ 項の規定により 通知

し ます。  
 

学校名 小学校・ 中学校 学年・ 組 年   組 

フ リ ガナ  生年月日 

氏名  年  月  日 

減免期間 年  月  日から    年  月  日まで 

その他  

備考 
  減免さ れる 学校給食費については、 原則と し て当該年度における最終納付月分の学校給食費の精算により 調

整し ます。  
 
 
（ 教示）  
１  こ の処分について不服がある場合は、 こ の処分があっ たこ と を 知っ た日の翌日から 起算し て３ か月以内に、

市長に対し て審査請求をするこ と ができます。  
２  こ の処分の取消し の訟えは、 こ の処分（ 審査請求を し た場合は、 当該審査請求に対する裁決） があっ たこ と

を知っ た日の翌日から 起算し て６ か月以内に市を被告（ 市長を代表者） と し て提起するこ と ができます。  
３  １ の審査請求又は２ の訴えの提起ができ る期間内であっ ても 、 その処分があっ た日（ 審査請求をし た場合に

あっ ては、 当該審査請求の裁決があっ た日） の翌日から 起算し て１ 年を経過し たと き は、 正当な理由がある場

合を除き 、 審査請求（ ２ にあっ ては処分の取消し の訴えの提起） をするこ と ができ なく なり ます。  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



様式第３ 号（ 第７ 条関係）  
 

年  月  日  
 
 

         様 
 
 

宇部市長 
 
 

学校給食費減免不承認決定通知書 
 

年  月  日付けで申請のあっ た学校給食費の減免について、 次の理由によ り 不

承認と 決定し まし たので、 宇部市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例第９

条第３ 項の規定により 通知し ます。  
 

学校名 小学校・ 中学校 学年・ 組 年  組 

フ リ ガナ  生年月日 
氏名  年 月 日 

理由 

 

（ 教示）  
１  こ の処分について不服がある場合は、 こ の処分があっ たこ と を知っ た日の翌日から 起算し て３ か月以

内に、 市長に対し て審査請求をするこ と ができます。  
２  こ の処分の取消し の訟えは、 こ の処分（ 審査請求をし た場合は、 当該審査請求に対する裁決） があっ

たこ と を知っ た日の翌日から 起算し て６ か月以内に市を被告（ 市長を代表者） と し て提起する こ と がで

き ます。  
３  １ の審査請求又は２ の訴えの提起ができ る期間内であっ ても 、 その処分があっ た日（ 審査請求をし た

場合にあっ ては、 当該審査請求の裁決があっ た日） の翌日から 起算し て１ 年を経過し たと きは、 正当な

理由がある場合を 除き 、 審査請求（ ２ にあっ ては処分の取消し の訴えの提起） を するこ と ができ なく な

り ます。  
  
 



議
案
第
百
十
八
号 

 
宇
部
市
学
校
給
食
の
実
施
及
び
学
校
給
食
費
の
管
理
に
関
す
る
条 

 
 

例
制
定
の
件 

 

宇
部
市
学
校
給
食
の
実
施
及
び
学
校
給
食
費
の
管
理
に
関
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
二
年
十
二
月
四
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 

   
 

 

宇
部
市
学
校
給
食
の
実
施
及
び
学
校
給
食
費
の
管
理
に
関
す
る
条
例 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
本
市
が
設
置
す
る
学
校
に
お
け
る
学
校
給
食
の
実
施
及
び
学
校
給
食
費

の
管
理
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

学
校
給
食 

学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
学
校
給
食
を
い
う
。 

二 

学
校
給
食
費 

学
校
給
食
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経

費
そ
の
他
の
市
が
負
担
す
る
経
費
以
外
の
経
費
を
い
う
。 

三 

小
学
校 

宇
部
市
立
小
学
校
設
置
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
条
例
第
五
十
一
号
）
第
二
条
に

規
定
す
る
小
学
校
を
い
う
。 

四 

中
学
校 

宇
部
市
立
中
学
校
設
置
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
条
例
第
五
十
二
号
）
第
二
条
に

規
定
す
る
中
学
校
を
い
う
。 

五 

保
護
者 

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
保

護
者
を
い
う
。 

（
学
校
給
食
の
実
施
） 

第
三
条 

市
は
、
小
学
校
及
び
中
学
校
に
お
い
て
、
学
校
給
食
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
学
校
給
食
費
の
額
） 

第
四
条 

学
校
給
食
費
の
額
は
、
市
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。 

（
学
校
給
食
費
の
徴
収
） 

第
五
条 

市
長
は
、
学
校
給
食
を
受
け
る
児
童
又
は
生
徒
の
保
護
者
そ
の
他
学
校
給
食
を
受
け
る



者
（
以
下
「
学
校
給
食
費
負
担
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
、
学
校
給
食
費
を
徴
収
す
る
。 

（
学
校
給
食
費
の
納
付
） 

第
六
条 
学
校
給
食
費
負
担
者
は
、
市
規
則
で
定
め
る
日
（
以
下
「
納
付
期
限
」
と
い
う
。
）
ま

で
に
学
校
給
食
費
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
督
促
） 

第
七
条 

市
長
は
、
納
付
期
限
ま
で
に
学
校
給
食
費
を
納
付
し
な
い
学
校
給
食
費
負
担
者
が
あ
る

と
き
は
、
期
限
を
定
め
て
、
こ
れ
を
督
促
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
遅
延
損
害
金
） 

第
八
条 

市
長
は
、
学
校
給
食
費
負
担
者
が
納
付
期
限
ま
で
に
学
校
給
食
費
を
納
付
し
な
い
場
合

に
お
い
て
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
百
四
条
及
び
第
四
百
十
九
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
納
付
期
限
の
翌
日
か
ら
当
該
学
校
給
食
費
を
完
納
す
る
日
ま

で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
当
該
学
校
給
食
費
の
額
に
つ
い
て
法
定
利
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た

金
額
に
相
当
す
る
遅
延
損
害
金
の
額
を
当
該
学
校
給
食
費
の
額
に
加
算
し
て
徴
収
す
る
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
当
該
遅
延
損
害
金
の
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。 

２ 

市
長
は
、
前
項
の
学
校
給
食
費
負
担
者
が
納
付
期
限
ま
で
に
学
校
給
食
費
を
納
付
し
な
か
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
遅
延
損
害
金
を
減

免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
学
校
給
食
費
の
減
免
） 

第
九
条 

市
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
学
校
給
食
費
を
減
免
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

一 

学
校
給
食
を
受
け
る
者
が
病
気
、
事
故
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、
連
続
す
る
五
日
以
上
の

期
間
に
わ
た
り
学
校
を
欠
席
し
、
学
校
給
食
を
受
け
な
い
旨
を
当
該
期
間
の
初
日
の
二
日
前

ま
で
に
申
し
出
た
と
き
。 

二 

学
校
給
食
を
受
け
る
者
が
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
等
の
理
由
に
よ
り
飲
用
の
牛
乳
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
き
。 

三 

災
害
等
に
よ
り
学
校
給
食
費
負
担
者
が
学
校
給
食
費
を
納
付
す
る
資
力
を
失
っ
た
と
き
。 

四 

そ
の
他
市
長
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
学
校
給
食
費
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
学
校
給
食
費
負
担
者
は
、
市

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
長
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
可
否
を
決
定
し
、
市
規
則
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
委
任
） 

第
十
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
市
規



則
で
定
め
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
準
備
行
為
） 

２ 

こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
学
校
給
食
の
実
施
及
び
学
校
給
食
費
の
管
理
に
関
し
必
要
な
手
続

そ
の
他
の
準
備
行
為
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

（
経
過
措
置
） 

３ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
実
施
し
た
学
校
給
食
に
係
る
学
校
給
食
費
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

「
説
明
」 

 

学
校
給
食
費
の
公
会
計
化
に
伴
い
、
小
学
校
及
び
中
学
校
に
お
け
る
学
校
給
食
の
実
施
及
び
学

校
給
食
費
の
管
理
に
関
す
る
条
例
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

 



              令和３年度宇部市立小・中学校教職員人事異動方針 
 
                                                  宇部市教育委員会 
 
 未来を拓くたくましい「やまぐちっ子」の育成のためには、地域とともにあ

る学校づくりや特色ある学校づくりを推進し、社会総がかりで教育力の向上を

図ることが必要である。 
 このため、各学校においては、山口県教育委員会が定めた「教職員人材育成

基本方針」に基づき、教職員一人ひとりがそれぞれの資質能力の向上を図り、

専門性を発揮しながら、「学び合い」のある授業づくりによる確かな学力の育成

や体力の向上、生徒指導の充実、キャリア教育の推進などの諸課題に組織的か

つ適切に対応できるよう、下記の点を踏まえ、厳正に人事の刷新を図り、全市

的な視野に立って、適材を適所に配置する。 
 
                                      記 
 
１ 各学校の教職員については、専門性、現任校の勤務年数及び教職員構成等

を踏まえ、適切な配置を進める。 
   なお、同一校勤務が、７年を超える者については、原則として異動を行う。 
 
２ 校長、教頭等の管理職の配置に当たっては、学校課題の解決に向けて、適

材適所の配置ができるよう、県教育委員会と十分に連携することとする。 
 
３ 新規採用者については、学校や地域の状況等を踏まえ、計画的な配置を行

う。特に、教員については、実践的指導力を高めることができるように配置

を行う。 
 
４ 教員としての多様な経験を積むことや教員相互の研修を深めることができ

るよう、小・中連携を中心に異校種間の人事交流を推進するとともに、規模

の異なる学校間での交流や他市との研修交流を積極的に行う。 
  また、同様の観点から、宇部市内３つの学校群において、全ての学校群で

の勤務を一度は経験することを原則とする。 



寄　　　　　附 （１１月分）

令和2年12月22日 報告

金　額　等

小・中学校教育資金
令和2年11月5日 匿　　　名 3,000 円 として

(平成２４年度から通算１０３回目)

宇部警察署 交通安全・ コロナ対策に配慮した、
令和2年11月11日 署長　越口　和幸 防犯に係る 交通安全・防犯教育の実施に

啓発用DVD 寄与するため

寄附年月日 寄　　附　　者 趣　　旨　　等


